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高岡地区広域圏事務組合公告第９号 

 

 

令和６年度高岡地区広域圏事務組合人事行政の運営等の状況 

 

 

高岡地区広域圏事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成 17 年高岡

地区広域圏事務組合条例第１号）第４条の規定に基づき、令和６年度における高岡地区広

域圏事務組合人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。 

 

  令和７年９月 30日 

 

高岡地区広域圏事務組合 理事長 出町 譲   

 

 

１ 職員数に関する状況 

(1)職員数の状況（各年４月１日現在） 

 職員数の状況は、次の表のとおりです。              （単位：人） 

部 門 区 分 
職員数 対前年 

増減数 
主な増減理由 

令和７年 令和６年 

一般行政 

部  門 

総務企画 ６ ６ ０  

衛 生 ３ ３ ０  

合 計 ９ ９ ０  
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２ 職員の人事評価の状況 

当組合の人事評価の状況は、次の表のとおりです。 

制度の概要 評価者は、各職員が役割を踏まえて自ら設定した目標を基に面談を実

施し、評価期間中の目標に対する各職員との認識の共有化を図る。各職

員は評価期間の基準日に、能力評価及び業績評価について自己評価を実

施し、評価者は各項目の達成度を５段階で評価する。 

評価期間 前期評価：４月１日 ～ ９月 30日 

後期評価：10月１日 ～ ３月 31日 

基準日 前期評価：８月１日現在 

後期評価：２月１日現在 

各期間について、基準日から評価期間の末日までの間は、見込による

評価とする。 

対象者 全正規職員 

※年度末退職者においても、組織目標の共有化や公務の能率的な推進を

図るため、業務の一環として人事評価制度を実施する。 

実施者数 ９名 

 

 

３ 職員の給与に関する状況 

(1)人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 令和６年度 

歳出額 （Ａ） 1,414,049 千円 

人件費 （Ｂ） 74,803  千円 

人件費率（Ｂ／Ａ） 5.29 ％ 

※ 普通会計とは、地方公共団体間の財政比較ができるように地方財政統計上統一的に用い

られている会計区分をいい、一般会計とは異なります。なお、人件費決算額は、令和６

年度中に支給された一般職員の給与・共済費と理事長・議長などの特別職に支給された

報酬などを合算した額です。 
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(2)職員給与費の状況（普通会計予算） 

区 分 令和７年度 

職員数（Ａ） ９  人 

給
与
費 

給 料 37,772 千円 

職員手当 9,423 千円 

期末・勤勉手当 16,387  千円 

計（Ｂ） 63,582  千円 

1人当たり給与費予算（Ｂ／Ａ） 7,065 千円 

※職員数・給与費は、当初予算に計上されたものです。 

 

(3)職員の平均給料月額及び平均年齢の状況 

区  分 令和７年４月１日現在 

一般行政職 
平均給料月額 339,833円 

平均年齢 42歳 

 

(4)初任給の状況（令和７年４月１日現在） 

区 分 初任給 

一般行政職 
大学卒 225,600円 

高校卒 194,500円 

 

(5)一般行政職の級別職員数の状況（令和７年４月１日現在） 

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 計 

標準的な

職務内容 

主事 

技師 

主事 

技師 
主任 主査 

副課長 

副主幹 

課長 

所長 

主幹 

事務局長  

職員数 ０人 ２人 ２人 ２人 ０人 ２人 １人 ９人 

構成比 0.0％ 22.2％ 22.2％ 22.2％ 0.0％ 22.2％ 11.1％ 100％ 

参 

考 

1年前の 

構成比 
0.0％ 11.1％ 33.3％ 22.2％ 0.0％ 22.2％ 11.1％ 100％ 
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(6)職員手当の状況（令和７年４月１日現在） 

区分 内 容 

扶養手当 

・配偶者  月額 3,000 円 

 ※職務の級が８級であるものに対しては支給しない。 
 
・子    月額 11,500 円 

※扶養親族のうち 16 歳の年度初めから 22 歳の年度末までの子について 

は、１人につき月額 5,000 円を加算 
 
・父母等  月額 6,500 円 

※職務の級が８級であるものにあっては 3,500 円 

住居手当 
・借家等 一定額を超える家賃を支払っている職員に対し、負担している家賃

の額に応じて最高 28,000円まで支給 

通勤手当 

・交通機関等利用者 最も経済的かつ合理的であると認められる運賃などに 

応じて、全額支給（１月当り限度額 150,000円） 

・交通用具使用者    距離段階区分に応じて、2,000円～31,600円 

期末手当 

勤勉手当 

（令和６年度支給割合） 

 期末手当 勤勉手当 

６月期 1.225月分 1.025月分 

12月期 1.275月分 1.075月分 

計 2.50月分 2.10月分 
 
・職制上の段階、職務の級等による加算措置  有 

 

特殊勤務

手当 
令和６年度 

職員全体に占める手当支給職員割合 0％ 

支給対象職員１人当たりの平均支給年額 0円 

手当の種類 該当なし 

 

超過勤務

手当 

令和６年度 
支給総額 1,749千円 

支給対象職員 1人当たり支給年額 291千円 

令和５年度 
支給総額 1,749千円 

支給対象職員 1人当たり支給年額 291千円 

 

 (7)特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在） 

区 分 支給年額 

理事長 22,000円 

副理事長 18,000円 

理 事 15,000円 

議 長 15,000円 

副議長 12,000円 

議 員 10,000円 
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４ 勤務時間その他の勤務条件の状況 

 (1)職員の勤務時間 

令和７年４月１日現在の勤務時間は原則として次の表のとおりです。 

1週間の 

勤務時間 
開始時刻 終了時刻 休憩時間 

38時間 45分 午前８時 30分 午後５時 15分 
午後零時から 

午後１時まで 

 

(2)休暇、休業制度の状況 

主な休暇、休業制度の概要及び令和６年度における取得状況は、次の表のとおりです。 

区 分 制度概要 取得状況 

年次休暇 職員の請求に基づき付与される休暇。暦年毎に 20日を付

与。また、20 日を限度として翌年に繰り越すことができ

る。 

平均取得日数 

15日 

夏季休暇 夏季における諸行事への参加や心身の健康維持等を図る

ために仕事を休むとき。６月から 10月の期間において５

日以内。 

平均取得日数 

4.9日 

病気休暇 傷病により仕事を休む必要があるとき。原則 90 日以内。 取得者 

４人 

出産付添 妻が出産する場合に、夫である男性職員が妻の出産に伴

い必要と認められる入院の付添等を行う必要があると

き。妻が出産のために病院に入院する等の日から出産の

日後２週間の期間内に２日以内。 

取得者 

 

０人 

家族看護休暇 職員が、配偶者、父母、子、配偶者の父母等の看護のた

めに仕事を休む必要があるとき。１年に５日以内。 

取得者 

３人 

育児時間 生後１歳未満の子を育てる職員が、その子の授乳や保育

を行うとき。１日２回、各 30 分。 

取得者 

０人 

育児参加 妻の産前休暇期間から当該出産に係る子が 1 歳に達する

までの期間内において、当該出産に係る子又は小学校就

学の始期に達するまでの子を養育する必要がある時。５

日以内。 

取得者 

０人 

育児休業 ３歳に満たない子を養育するとき。子が３歳に達する日

までの期間。 

取得者 

０人 

部分休業 小学校就学前の子を養育しつつ勤務するとき。子が小学

校に就学するまでの期間で、始業時又は終業時、１日を

通して２時間以内。 

取得者 

０人 

介護休暇 配偶者、子、同居の祖父母等が傷病等により日常生活を

営むのに支障をきたしていて、その介護を行うために仕

事を休む必要があるとき。２週間以上６月以内。 

取得者 

０人 
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５ 分限及び懲戒処分の状況 

 (1)分限処分の状況 

令和６年度において、分限処分はありませんでした。 

 

(2)懲戒処分の状況 

令和６年度において、懲戒処分はありませんでした。 

 

６ 服務の状況 

 (1)営利企業従事許可の状況 

  令和６年度の営利企業の従事許可の状況は、次の表のとおりです。 

※ 公務員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業等の役員等

の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事

業若しくは事務に従事してはならないとされています。 

 

許可件数 

０ 

 

(2)職務専念義務免除の状況 

 令和６年度の職務専念義務免除の状況は、次の表のとおりです。 

※ 公務員は、その勤務時間中において職務に専念する義務がありますが、法律又は条

令で定める以下の区分に該当する場合は、限定的にその免除が認められています。 

区   分 承認件数 

合 計 ０ 

 研修を受ける場合 ０ 

厚生に関する計画の実施に参加する場合 ０ 

公務災害補償に関する審査請求等をし、又はこれらの審査に出頭する場合 ０ 

勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合 ０ 

不利益処分に関する不服申し立てをし、又はその審理に出頭する場合 ０ 

職員団体の代表者として、当局と交渉を行う場合 ０ 

当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合 ０ 

市の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 ０ 

他の地方公共団体、国若しくは地方公共団体が設置する公社等又は市が出資

若しくは助成等を行っている公共的団体等の業務に専ら従事する場合 
０ 

国又は地方公共団体の機関、学校その他公共的団体から委嘱を受けて研修、

講演等を行う場合 
０ 

その他任命権者が特に必要と認める場合 ０ 
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７ 福祉及び利益の保護の状況 

 (1)公務災害補償の状況（令和６年度に申請のあったもの） 

区 分 件 数 

公務災害 ０ 

通勤災害 ０ 

 

８ 公平委員会の業務の状況（令和６年度の状況） 

 (1)勤務条件に関する措置の要求の状況 

   なし 

 

 (2)不利益処分に関する不服申立ての状況 

   なし 


